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生活保護のしおり表紙

健康ポイントアプリ「あるこ」

＊ガバメントクラウドファンディング（GCF）　自治体が抱える問題解決のため、ふるさと納税の寄附金の「使い道」をより具体的にプロジェクト化し、そのプロジェクトに共感した方から寄附を募る仕組み。

市
長
の
政
治
姿
勢

問　
市
長
選
挙
で
の
「
明
日
の

西
東
京
を
創
る
会
」
が
発
行
し

た
法
定
２
号
ビ
ラ
に
つ
い
て
、

本
定
例
会
初
日
に
市
長
か
ら
謝

罪
の
発
言
が
さ
れ
た
。
こ
の
発

言
は
、
ビ
ラ
の
発
行
を
止
め
ら

れ
な
か
っ
た
こ
と
も
含
め
て
の

内
容
と
受
け
止
め
て
い
い
の
か
。

答　
発
行
を
止
め
る
機
会
も
あ

っ
た
と
反
省
し
て
い
る
。

意
見　
今
後
の
市
政
運
営
で
の

誠
実
な
姿
勢
を
求
め
る
。

生
活
保
護
行
政

問　
憲
法
第
25
条
に
規
定
さ
れ

た
生
存
権
の
根
幹
で
あ
る
生
活

保
護
制
度
に
つ
い
て
、
コ
ロ
ナ

禍
も
踏
ま
え
た
見
解
を
伺
う
。

答　
生
活
保
護
の
申
請
は
国
民

の
権
利
で
あ
り
、
生
活
保
護
を

必
要
と
す
る
可
能
性
は
誰
に
で

も
あ
る
。
安
心
し
て
相
談
で
き

る
環
境
が
重
要
で
あ
り
、
き
め

細
や
か
な
相
談
業
務
に
努
め
て

い
る
。

意
見　
答
弁
内
容
を
踏
ま
え
、

生
活
保
護
に
対
す
る
偏
見
・
誤

解
を
な
く
す
た
め
に
も
、
広
い

周
知
を
求
め
る
。

隠
れ
教
育
費

問　
公
立
学
校
で
の
保
護
者
負

担
金
、
い
わ
ゆ
る
「
隠
れ
教
育

費
」
に
つ
い
て
、
小
学
校
６
年

間
で
約
50
万
円
、
中
学
校
３
年

間
で
約
42
万
円
と
い
う
調
査
を

見
聞
き
し
て
い
る
。
本
市
の
状

況
と
憲
法
第
26
条
に
規
定
さ
れ

た
義
務
教
育
の
無
償
化
も
踏
ま

え
、
軽
減
に
向
け
た
考
え
方
は
。

答　
法
律
に
よ
り
授
業
料
と
教

科
書
を
無
償
と
す
る
こ
と
が
定

め
ら
れ
て
い
る
。
保
護
者
負
担

金
に
つ
い
て
正
式
な
調
査
は
行

っ
て
い
な
い
。
現
在
の
取
扱
い

の
範
囲
に
お
い
て
、
適
切
な
対

応
に
努
め
る
。

意
見　
憲
法
の
理
念
を
生
か
そ

う
と
い
う
姿
勢
が
欠
け
て
い
る
。

国
や
東
京
都
に
財
政
支
援
も
積

極
的
に
働
き
か
け
、
保
護
者
負

担
金
の
軽
減
を
求
め
る
。

コ
ロ
ナ
対
策
と
市
独
自
財
源

問　
こ
れ
ま
で
の
コ
ロ
ナ
対
策

で
市
独
自
財
源
（
一
般
財
源
・

財
政
調
整
基
金
）
は
い
く
ら
投

入
さ
れ
て
き
た
の
か
。

答　
コ
ロ
ナ
対
策
の
総
額
で
は

約
312
億
円
だ
が
、
市
の
一
般
財

源
と
し
て
は
、
そ
の
う
ち
約
１

千
万
円
で
あ
る
。

意
見　
市
民
の
目
か
ら
見
る
と

「
１
千
万
円
し
か
出
し
て
い
な

い
」
と
映
る
。
財
政
調
整
基
金

の
残
高
が
目
標
額
に
達
し
て
い

な
い
状
況
で
は
あ
る
が
、
取
り

崩
す
べ
き
時
に
は
取
り
崩
す
判

断
が
で
き
る
よ
う
に
、
財
政
調

整
基
金
の
目
標
額
で
あ
る
40
億

円
の
考
え
方
を
明
確
に
示
す
べ

き
で
あ
る
。

行
革
に
よ
る
市
民
負
担
増

問　
市
民
負
担
増
・
サ
ー
ビ
ス

低
下
に
繋
が
る
行
革
項
目
の
見

直
し
を
繰
り
返
し
求
め
て
き
て

い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
状
況
も
踏

ま
え
、
抜
本
的
に
見
直
す
べ
き

だ
が
見
解
を
伺
う
。

答　
受
益
者
負
担
の
適
正
化
は

引
き
続
き
検
討
し
て
い
る
。

意
見　
自
治
体
は
、
住
民
福
祉

の
増
進
を
図
る
こ
と
が
基
本
で

あ
る
。
市
民
か
ら
の
視
点
は
絶

対
に
軽
視
し
て
は
い
け
な
い
。

ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン

デ
ィ
ン
グ
の
活
用

問　
施
政
方
針
で
は
、
子
ど
も

の
人
権
や
虐
待
防
止
の
た
め
の

事
業
に
つ
い
て
の
新
た
な
歳
入

確
保
と
し
て
、Ｇ
Ｃ
Ｆ
が
掲
げ

ら
れ
た
。
し
か
し
事
業
の
性
質

上
、
ま
た
池
澤
市
長
の
政
治
理

念
か
ら
も
、
市
と
し
て
責
任
を

持
っ
た
予
算
措
置
を
す
べ
き
事

業
で
あ
る
。
見
解
を
伺
う
。

答　
施
策
自
体
を
寄
附
で
賄
う

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
市
の

取
組
に
賛
同
い
た
だ
き
、
寄
附

に
よ
っ
て
地
域
全
体
で
子
育
て

を
応
援
す
る
趣
旨
で
あ
る
こ
と

を
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
。

意
見　
本
来
は
市
と
し
て
責
任

を
持
っ
た
財
源
措
置
を
し
て
、

そ
の
上
で
情
報
発
信
を
す
べ
き

事
業
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

学
童
ク
ラ
ブ
過
密
の
解
消

問　
過
密
が
顕
著
で
あ
っ
た
東

学
童
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
は
今
年

度
に
施
設
を
増
設
す
る
と
の
こ

と
だ
が
、
他
に
も
定
員
超
過
と

な
っ
て
い
る
学
童
ク
ラ
ブ
が
あ

る
。
今
後
の
対
応
を
伺
う
。

答　
引
き
続
き
教
育
委
員
会
等

と
協
議
を
し
な
が
ら
施
設
確
保

に
努
め
る
。
ま
た
児
童
館
や
児

童
セ
ン
タ
ー
の
活
用
、
放
課
後

子
供
教
室
と
の
連
携
等
も
検
討

す
る
。

意
見　
過
密
度
が
高
い
学
童
か

ら
早
急
に
施
設
増
設
を
求
め
る
。

加
齢
性
難
聴
者
へ
の
補
聴
器
購

入
の
補
助

問　
東
京
都
の
補
助
を
活
用
し

て
加
齢
性
難
聴
者
へ
の
補
聴
器

購
入
補
助
を
す
る
特
別
区
が
増

え
て
き
て
い
る
が
、
多
摩
26
市

で
は
実
施
自
治
体
は
現
時
点
で

は
な
い
。
本
市
に
お
い
て
、
先

陣
を
切
っ
て
の
実
施
を
求
め
る

が
見
解
を
伺
う
。

答　
特
別
区
の
実
施
例
を
参
考

に
、
他
自
治
体
の
動
向
を
注
視

し
な
が
ら
調
査
研
究
す
る
。

意
見　
加
齢
性
難
聴
は
認
知
症

の
発
症
・
悪
化
と
も
大
き
く
関

連
す
る
。
健
康
応
援
都
市
に
相

応
し
い
姿
勢
・
取
組
を
求
め
る
。

行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
お
け
る

個
人
情
報
保
護

問　
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
は
便

利
に
な
る
反
面
、
危
惧
・
懸
念

も
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
一
つ
が
個
人
情
報
保
護
で
あ

る
が
、
本
市
の
見
解
を
伺
う
。

答　
各
自
治
体
の
個
人
情
報
保

護
条
例
に
つ
い
て
、
全
国
的
な

共
通
ル
ー
ル
が
規
定
さ
れ
た
。

本
市
の
条
例
も
改
正
に
向
け
、

情
報
収
集
を
行
っ
て
い
る
。

意
見　
デ
ジ
タ
ル
関
連
法
の
国

会
論
戦
の
過
程
で
は
、
個
人
情

報
保
護
法
制
の
一
元
化
に
よ
る

国
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
侵

害
等
の
重
大
な
問
題
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
住
民
福
祉
の
増
進

を
侵
す
よ
う
な
デ
ジ
タ
ル
化
に

は
賛
同
で
き
ず
、
国
に
も
意
見

を
言
っ
て
い
く
姿
勢
を
求
め
る
。

意
見　
本
定
例
会
の
冒
頭
に
市

長
は
、
さ
き
の
市
長
選
挙
に
お

い
て
市
長
の
確
認
団
体
が
発
行

し
た
相
手
候
補
を
誹
謗
中
傷
し

た
ビ
ラ
に
つ
い
て
、
初
め
て
相

手
候
補
者
及
び
そ
の
候
補
者
を

応
援
し
た
方
々
へ
対
し
、
謝
罪

を
し
た
。
ま
た
こ
の
ビ
ラ
を
読

ん
で
不
快
に
思
わ
れ
た
多
く
の

市
民
へ
も
再
度
謝
罪
を
し
た
。

こ
の
こ
と
に
、
私
た
ち
は
一
定

の
評
価
を
す
る
。

問　
西
東
京
市
に
お
け
る
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
の
公

表
に
つ
い
て
、
累
積
人
数
だ
け

で
な
く
重
症
者
数
と
死
者
数
も

公
表
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

答　
東
京
都
及
び
多
摩
小
平
保

健
所
に
見
直
し
を
求
め
、
昨
年

９
月
１
日
か
ら
感
染
者
の
年
代
、

性
別
、
療
養
状
況
が
公
表
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
引
き
続
き

公
表
内
容
に
つ
い
て
は
状
況
に

応
じ
た
検
討
を
行
っ
て
い
く
。

問　
田
無
駅
南
口
の
交
通
広
場

整
備
事
業
の
用
地
取
得
及
び
地

権
者
の
方
々
と
の
交
渉
は
ど
こ

ま
で
進
ん
で
い
る
の
か
。

答　
昨
年
度
ま
で
に
２
件
、
事

業
面
積
に
対
し
て
約
20
・
８
％

の
用
地
取
得
を
完
了
し
た
。
令

和
５
年
３
月
31
日
ま
で
が
事
業

認
可
期
間
と
な
っ
て
お
り
、
早

期
の
完
了
を
目
指
す
。

問　
現
在
、
財
政
調
整
基
金
残

高
が
過
去
最
低
規
模
だ
が
、
財

政
基
盤
の
強
化
の
具
体
策
に
つ

い
て
、
今
後
予
測
す
る
投
資
的

経
費
に
つ
い
て
問
う
。

答　
時
代
の
変
化
に
対
応
し
た

さ
ら
な
る
行
財
政
改
革
を
進
め

る
こ
と
で
、
財
政
基
盤
を
強
化

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
今
後
は
、
公
共
施
設
の
更

新
時
期
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
将
来
見
通
し
を
踏
ま
え
、

安
定
し
た
行
財
政
運
営
に
な
る

よ
う
に
努
め
る
。

問　
高
齢
者
は
元
気
な
方
、
虚

弱
な
方
な
ど
二
極
化
し
て
い
る
。

今
後
ど
の
よ
う
な
施
策
が
必
要

と
考
え
る
か
。

答　
フ
レ
イ
ル
予
防
、
健
康
づ

く
り
を
主
体
的
に
取
り
組
み
、

環
境
づ
く
り
や
通
い
の
場
の
充

実
な
ど
、
支
え
合
い
の
あ
る
地

域
づ
く
り
を
進
め
る
。

問　
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
を
見
据

え
、
今
後
必
要
と
さ
れ
る
健
康

施
策
は
何
か
。
ま
た
コ
ロ
ナ
禍

に
お
い
て
本
市
の
保
健
師
が
重

点
を
置
く
活
動
は
何
か
。

答　
自
宅
で
で
き
る
体
力
作
り

を
中
心
に
、
令
和
２
年
度
よ
り

健
康
ポ
イ
ン
ト
ア
プ
リ
「
あ
る

こ
」
の
運
用
を
始
め
た
。

保
健
師
に
お
い
て
は
、
相
談
事

業
、
支
援
、
ア
プ
リ
か
ら
の
情

報
提
供
、
必
要
に
応
じ
て
他
機

関
と
つ
な
ぐ
活
動
が
重
要
。

問　
コ
ロ
ナ
禍
、
コ
ロ
ナ
終
息

後
も
必
要
と
考
え
る
子
育
て
施

策
は
何
か
。

答　
一
人
一
人
の
人
格
や
権
利

が
大
切
に
さ
れ
る
こ
と
や
、
自

分
の
意
見
を
自
由
に
表
現
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
環
境
づ

く
り
を
進
め
て
い
く
。

本市のフレイル予防事業の取組について、京都府舞鶴市議会福
祉健康委員会よりオンライン行政視察の受入れを行いました。
視察は令和３年５月11日に行われ、はじめに舞鶴市議会の山本
治兵衛議長と本市議会の保谷なおみ議長からあいさつがあり、健
康福祉部高齢者支援課の職員からフレイル予防事業の取組につい
ての説明や質疑応答を行いました。

西東京市議会初の
オンライン視察を受け入れました

日
本
共
産
党
西
東
京
市
議
団

憲
法
を
生
か
し
、
住
民
福
祉
の

増
進
に
資
す
る
市
政
を
求
め
る

中
　
村
　
す
ぐ
る

大
　
竹
　
あ
つ
子

保
　
谷
　
清
　
子

藤
　
岡
　
智
　
明

立
憲
フ
ォ
ー
ラ
ム

市
長
の
目
指
す
市
政
運
営
に
対
し

期
待
を
も
っ
て
疑
問
を
質
す

森
　
　
し
ん
い
ち

佐
　
藤
　
大
　
介
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